
政
令
第
百
二
十
七
号

道
路
交
通
法
施
行
令
及
び
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
中
「
、
高
齢
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違
反
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

及
び

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
中

を
削
り
、

か
ら

ま
で
を

10

19

120

119

112

113

120

か
ら

ま
で
と
す
る
。

112

119

別
表
第
五
の
十
五
の
項
中
「
、
高
齢
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違
反
」
を
削
る
。

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



別
表
第
二
の
備
考
の
一
の
２
の
改
正
規
定
及
び
同
表
の
備
考
の
一
の
３
の
改
正
規
定
中
「

か
ら

ま
で
」
を
「

か
ら

114

123

113

ま
で
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
の
１
及
び
２
の
改
正
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
の

の

122

125

124

10

改
正
規
定
及
び
同
表
の
備
考
の
二
中

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
す
る
改
正
規
定
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」

108

120

101

113

120

119

113

を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

112

114

113

115

114

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

116

115

118

117

120

119

117

116

119

118

121

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

120

122

121

123

122

124

123

125

124

126

「

」
に
改
め
る
。

125
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
高
齢
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違
反
に
付
す
る
点
数
を
定
め

た
規
定
を
削
除
す
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


